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  令和６年４月 23日 

庁舎整備担当部 

 

本庁舎等整備工事の工期延伸に係る違約金等に関する合意書（２期・３期）（案）につ

いて 

 

１ 主旨 

 このたび、本庁舎等整備工事の 2期工期及び 3期工期の延伸期間を区として確定し

たことを踏まえ、令和６年３月１日締結の「世田谷区本庁舎等整備工事における工期

延伸に関する合意書」（以下、「３月１日締結合意書」という。）に基づき、２期工期 

及び３期工期の延伸、２期工期及び３期工期の延伸に伴う遅延違約金及び違約罰に関

し、大成建設株式会社東京支店と協議の上、別紙「世田谷区本庁舎等整備工事におけ

る工期延伸に関する合意書（２期・３期）（案）」のとおり、合意書案を作成したので、

その内容を報告する。 

 

２ 合意書案の概要 

 ３月１日締結合意書第２項において、発注者と受注者が、協議、合意の上、確定さ

せることとしている以下の３項目について、確定することを目的としている。 

（ ）内は合意書案において対象となる条項を示す。 

（１）２期工期及び３期工期の延伸（第１項、第２項） 

２期工期は、当初契約締結時の令和７年９月 15日を、令和８年９月 18日に、

３期工期は、同じく令和９年 10月 15日を、令和 11年４月 27日に、それぞれ

延長する。 

（２）２期工期及び３期工期の延伸に伴う遅延違約金（第３項、第４項） 

    大成建設が区に支払う２期工期の延伸に伴う遅延違約金は、本工事契約約款

に基づく算出により、400,349,400 円、同じく３期工期の延伸に伴う遅延違約

金は、415,540,200 円とする。なお、工期、工事費に変更があった場合には、

再計算する。 

（３）更なる工期延長が生じた場合の違約罰（第５項） 

    ２期工期、３期工期について、（１）に示した延長後の工期までに工事を完成

することができず、さらなる延長が生じる場合は、３月１日締結合意書第７項

において定めた１期工期の更なる延長が生じる場合の違約罰の金額と同様に、

138,600,627円とする。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 令和６年 ５月  企画総務常任委員会（全体工期変更に係る工事請負契約変更） 

６月  ・第２回区議会定例会（全体工期変更に係る工事請負契約変更） 

          ・本庁舎等整備工事の工期延伸に係る違約金等に関する合意書

（２期・３期）の締結 

          ・工事請負契約変更の締結（全体工期変更）  
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別紙 

 

 世田谷区本庁舎等整備工事における工期延伸に関する合意書（２期・３期）（案） 

 

世田谷区（以下「発注者」という。）及び大成建設株式会社東京支店（以下「受

注者」という。）は、令和３年５月２０日に締結した世田谷区本庁舎等整備工事に

係る工事請負契約（以下「本契約」という。）について、令和６年３月１日締結の

「世田谷区本庁舎等整備工事における工期延伸に関する合意書」に基づき、２期工

期及び３期工期の延伸期間、各工期の延伸に伴う遅延違約金及び違約罰について、

以下の事項を合意する。 

１ 発注者は、第３項記載の遅延違約金を徴収して、当初契約締結時に令和７年９月 

１５日と定めていた本契約の２期工期を、令和８年９月１８日に延長する。 

２ 発注者は、第４項記載の遅延違約金を徴収して、当初契約締結時に令和９年１０

月１５日と定めていた本契約の３期工期を、令和１１年４月２７日に延長する。 

３ 受注者は、発注者に対して、第１項記載の２期工期の延長にあたって、世田谷区

本庁舎等整備工事請負契約約款（以下「約款」という。）第４７条の２第５項及び

第６項の規定に基づく遅延違約金として、２期工期に相応する契約金額（以下「２

期工期相応金額」という。）につき、当初契約締結時の２期工期からの遅延日数に

応じ、年３パーセントの割合で計算した額（現時点での２期工期相応金額１３,

２３６,１９０,０００円を基礎に計算した場合１３,２３６,１９０,０００円×

３パーセント×３６８日÷３６５日により４００,３４９,４００円）を支払う義

務があることを確認する。なお、第 1項記載の２期工期若しくは２期工期相応金

額のいずれか一方又はその両方に変更があった場合には、当該変更に基づき再計

算するものとする。 

４ 受注者は、発注者に対して、第２項記載の３期工期の延長にあたって、約款第４

７条の２第５項及び第６項の規定に基づく遅延違約金として、３期工期に相応す

る契約金額（以下「３期工期相応金額」という。）につき、当初契約締結時の３期

工期からの遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額（現時点での３

期工期相応金額９,０２８,１０７,０００円を基礎に計算した場合９,０２８,１

０７,０００円×３パーセント×５６０日÷３６５日により４１５,５４０,２０

０円）を支払う義務があることを確認する。なお、第２項記載の３期工期若しく

は３期工期相応金額のいずれか一方又はその両方に変更があった場合には、当該

変更に基づき再計算するものとする。 

５ 今後、専ら受注者の責めに帰すべき事由により、本契約の２期工期及び３期工期

について、第１項及び第２項記載の延長後の工期までに工事を完成することがで

きず、さらなる延長が生じる場合（以下「２期工期及び３期工期の更なる延長」

という。）には、受注者は、発注者に対し、第３項及び第４項に定める遅延違約金

に加えて、違約罰として、１３８,６００,６２７円（ただし、当該違約罰の金額

は、令和３年５月２０日付３世庁舎建第１８号「世田谷区本庁舎整備工事におけ

る技術提案等の取扱いについて」（以下「技術提案取扱い」という。）様式１「総
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合評価方式技術提案等実施状況確認協議書」別紙の技術提案のうち、①事業特性

を考慮した施工体制「長期間かつ、複雑な事業であることを考慮した施工体制及

び技術者の配置」及び①事業特性を考慮した施工体制「区との連携、区民対応を

考慮した体制や工事運営の具体的な提案」の２項目につき、各１点の減点があっ

たものとして計算される、技術提案取扱い第８項に基づく技術提案不履行違約金

の額と同額である。）を支払うものとする。さらに、受注者は、発注者に対して、

２期工期及び３期工期の更なる延長によって発注者に生じた実際の損害額を、違

約罰とは別に、支払う義務があることを確認する。 

６ 第３項ないし第５項による損害賠償又は違約金は、約款第４９条の規定により、

約款第３８条又は第３２条（約款第３９条によって準用する場合を含む。）の規

定による支払い時に、請負代金額と相殺する。 

７ 前各項で定める事項に基づき、本契約を変更するものとする。ただし、世田谷区

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、世田谷

区議会の議決に付すべき契約変更については、当該議決を要件とする。 

８ 発注者及び受注者は、本合意書の締結後、本契約が解除された場合には、本合意

書に基づき受注者が発注者に支払った金額を約款第４７条の２第２項に定める

違約金から控除することを確認する。 

 

 

本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和６年 月 日 

 

発注者 世田谷区契約担当者 世田谷区長 保坂 展人        印 

 

受注者 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

     大成建設株式会社東京支店 常務執行役員支店長 中村 有孝  印 
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参考（令和６年３月１日締結合意書） 

 

世田谷区本庁舎等整備工事における工期延伸に関する合意書 

 

世田谷区（以下「発注者」という。）及び大成建設株式会社東京支店（以下「受注 

者」という。）は、令和３年５月２０日に締結した世田谷区本庁舎等整備工事に係る 

工事請負契約（以下「本契約」という。）の履行において、令和５年５月２４日付

「世田谷区本庁舎等整備工事における 1期工事完成日の再延伸について」及び令和５ 

年７月１４日付「世田谷区本庁舎等整備工事 工程遅延に係る経緯等報告書（２・ 

３期工事）」による受注者からの申し出に端を発した１期工期、２期工期及び３期 

工期の延伸（以下「本件工期延伸」という。）について、以下の事項を合意する。 

 

１ 発注者は、第５項記載の遅延違約金を徴収して、当初契約締結時に令和５年７ 

月３１日と定めていた本契約の１期工期を、令和６年３月２９日に延長する。 

２ 発注者と受注者は、本契約の２期工期及び３期工期の延長についても、受注者 

が申し出た見直し工程の条件に基づき現在協議中であり、令和６年３月下旬を目 

途に工期延伸期間並びにこれにともなう世田谷区本庁舎等整備工事請負契約約款 

（以下「約款」という。）第４７条の２第５項及び第６項に基づく遅延違約金の金額 

及び専ら受注者の責めに帰すべき理由により延長後の工期までに工事を完成させ 

ることができずさらなる延長が生じる場合の違約罰の金額を協議、合意の上、確定 

させ、世田谷区議会の議決を経たうえで本契約の工期変更契約を締結することを確 

認する。 

３ 発注者と受注者は、本件工期延伸の原因は、発注者には一切なく、全て受注者に 

あることを確認する。 

４ 受注者は、本件工期延伸により、発注者及び区民に影響を及ぼしている状況を踏

まえ、速やかに人員・機材等を調整のうえ、迅速かつ的確な工事実施に向けて、最

大限努めるものとする。 

５ 受注者は、発注者に対して、第１項記載の１期工期の延長にあたって、約款第４ 

７条の２第５項及び第６項の規定に基づく遅延違約金として、１期工期に相応する 

契約金額（以下「１期工期相応金額」という。）につき、当初契約締結時の１期工期 

からの遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額（現時点での１期工期 

相応金額１８，４３５，２０８，０００円を基礎に計算した場合１８，４３５，２ 

０８，０００円×３パーセント×２４２日÷３６５日により３６６，６８３，８０ 

０円）を支払う義務があることを確認する。なお、第１項記載の１期工期若しくは 

１期工期相応金額のいずれか一方又はその両方に変更があった場合には、当該変更 

に基づき再計算するものとする。 

６ 発注者と受注者は、本件工期延伸に関し、令和３年５月２０日付３世庁舎建第  

１８号「世田谷区本庁舎等整備工事における技術提案等の取扱いについて」（以下

「技術提案取扱い」という。）第８項及び同別紙「世田谷区本庁舎等整備工事における  

技術提案に係る違約金について」（以下「別紙」という。）第２項⑷に基づく違約金 



5 

  

（以下「技術提案不履行違約金」という。）について、次の⑴ないし⑷のとおり合意 

する。 

(1) 第１項記載の本契約の１期工期の延長について、技術提案のうち、①事業特性 

   を考慮した施工体制「長期間かつ、複雑な事業であることを考慮した施工体制及

び技術者の配置」、①事業特性を考慮した施工体制「区との連携、区民対応を考慮

した体制や工事運営の具体的な提案」及び④全体工期及び各工期の設定「社会情

勢の変化や施工におけるリスクを考慮した工期遵守のための方策」の３項目につ

いて、不履行と認め、１項目につき２点減点とすることを確認する。 

⑵ 受注者は、発注者に対し、本項⑴の減点に基づく技術提案不履行違約金として、

４１５，８０１，８８１円を支払う義務があることを確認する。 

⑶ 受注者は、本項⑴の３項目の不履行によって発注者に生じた実際の損害額（本

件工期延伸にともない発注者に生じた損害額を含む。）が本項⑵に定める技術提

案不履行違約金の額（本件工期延伸により技術提案不履行違約金が増額される場

合の額を含む。）を超える場合においては、別紙第２項⑷に従い、超過分につき支

払う義務があることを確認する。 

⑷ 受注者は、本項⑵に定める技術提案不履行違約金を本契約の請負代金額の１期

工期の支払期日に支払うものとする。なお、本項⑶に定める発注者に生じた実際の

損害額のうち１期工期において発生した金額が本項⑵に定める技術提案不履行違

約金の額に満たない場合には、その差額を、２期工期又は３期工期の精算の際に、

本項⑶に定める発注者に生じた実際の損害額のうち２期工期又は３期工期におい

て発注者に生じた損害額から減算するものとする。 

７ 今後、専ら受注者の責めに帰すべき事由により、本契約の１期工期について、第１

項記載の延長後の工期までに工事を完成することができず、さらなる延長が生じる

場合（以下「１期工期の更なる延長」という。）には、受注者は、発注者に対し、第

５項に定める遅延違約金に加えて、違約罰として、１３８，６００，６２７円（ただ

し、当該違約罰の金額は、技術提案取扱いに基づく技術提案のうち、①事業特性を考

慮した施工体制「長期間かつ、複雑な事業であることを考慮した施工体制及び技術

者の配置」及び①事業特性を考慮した施工体制「区との連携、区民対応を考慮した体

制や工事運営の具体的な提案」の２項目につき、各１点の減点があったものとして

計算される技術提案不履行違約金の額と同額である。）を支払うものとする。さらに、

受注者は、発注者に対して、１期工期の更なる延長によって発注者に生じた実際の

損害額を、違約罰とは別に、支払う義務があることを確認する。 

８ 第５項ないし第７項による損害賠償又は違約金は、約款第４９条の規定により、

約款第３８条又は第３２条（約款第３９条によって準用する場合を含む。）の規定に

よる支払い時に、請負代金額と相殺する。 

９ 本合意書第２項に従い２期工期及び３期工期の工期変更契約を締結した場合、約

款第４７条の２第５項及び第６項の規定に基づく遅延違約金については、本合意書

第５項の定めを準用して算出する。 

１０ 前各項で定める事項に基づき、本契約を変更するものとする。ただし、世田  

谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、世田 
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谷区議会の議決に付すべき契約変更については、当該議決を要件とする。 

１１ 発注者及び受注者は、本合意書の締結後、本契約が解除された場合には、本合意

書に基づき受注者が発注者に支払った金額を約款第４７条の２第２項に定める違約

金から控除することを確認する。 

１２ 発注者及び受注者は、本件工期延伸について、本合意書に定めるもののほか、 

受注者が何ら債務を負担するものではないことを確認する。 

 

本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和６年３月１日 

 

発注者 世田谷区契約担当者 世田谷区長 保坂 展人  印 

 

受注者 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

    大成建設株式会社東京支店 常務執行役員支店長 中村 有孝  印 

     

 


